
（平成２１年１０月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

厚生年金関係 10 件

年金記録確認香川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



香川厚生年金 事案 332 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ店における資格取得日は昭和 44年 11月１

日であると認められることから、厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記

録を同日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、８万 6,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月１日から 45年３月１日まで 

申立期間の年金記録について照会したところ、厚生年金保険の加入の事実

が確認できない旨の回答があった。 

昭和 42年４月 16日にＡ社Ｃ店に正社員として入社し 62年８月 10日の退

職まで継続して勤務しており、休職や途中退職したことはなく、厚生年金保

険の保険料についても入社してから退職するまで毎月給与から控除されて

いた。 

申立期間について、厚生年金保険の記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

企業年金連合会が保管する申立人の「中脱記録照会（回答）」（Ｂ社の厚生

年金基金の加入記録を打出したもの）、Ｂ社から提出された「給与明細氏名コ

ード選択」の写し及び雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人が昭和

42年４月 16日から 62年８月 10日までの期間、同社に継続して勤務し、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主から控除されていたことが認められる。 

また、企業年金連合会が保管する申立人の「中脱記録照会（回答）」による

と、申立人が昭和 44年 11月１日にＡ社で厚生年金基金の加入員資格を喪失し

ているものの、同日に同資格を再取得していることが確認でき、申立人の同基

金における加入期間に欠落は無い。 

さらに、Ｂ社人事事務センターの厚生年金保険担当者は、「申立期間当時、

厚生年金保険の手続は複写式の届出様式により、社会保険事務所と厚生年金基



金に提出していた。」と供述している。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

事業主は、申立人が昭和 44年 11月１日にＡ社で厚生年金保険被保険者資格を

喪失し、同日に同社Ｃ店において同資格を再取得した旨の届出を社会保険事務

所に行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、企業年金連合会から提出された

「中脱記録照会（回答）」の昭和 44年 11月１日の資格取得時の記録から、８

万 6,000円とすることが妥当である。 



香川厚生年金 事案 336 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日に

係る記録を昭和 38 年４月８日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、同年４

月は１万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る昭和 38 年４月の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

申立期間のうち昭和38年５月１日から40年７月１日までの期間については、

事業主は、申立人が昭和 38 年年５月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得

した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められることから、申立期間

に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正する必要がある。 

また、標準報酬月額については、昭和 38 年５月から同年７月までは１万

4,000 円、同年８月から 39 年９月までは１万 8,000 円、同年 10 月から 40 年

６月までは２万円とすることが必要である。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月８日から 40年７月１日まで 

社会保険事務所へ厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立

期間について加入していた事実が無い旨の回答をもらった。 

昭和 38 年４月にＡ社（現在は、Ｂ社）Ｄ支店から同社Ｃ支店に転勤にな

り、52 年４月１日まで継続して勤務していたので、申立期間の厚生年金保

険の加入記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち昭和 38 年４月８日から同年５月１日までの期間は、雇用保

険の記録、複数の同僚の供述及びＢ社が作成した回答書から判断すると、申立

人が申立期間を含め、35 年５月１日から 52 年３月 31 日まで同社に継続して

勤務し（昭和 38 年４月８日にＡ社Ｄ支店から同社Ｃ支店へ異動）、申立期間



に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店の健康保険

厚生年金保険被保険者原票の昭和 38年５月の記録により、１万 4,000円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る昭和 38 年４月の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者の取得日に係る届出を社会保険事務所に行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行

ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち昭和 38年５月１日から 40年７月１日までの期間は、

申立人の厚生年金保険被保険者記録については、社会保険庁が管理するオンラ

イン記録上は、38 年４月８日にＡ社Ｄ支店に係る厚生年金保険被保険者資格

を喪失した後、40 年７月１日に同社Ｃ支店において同資格を取得するまで存

在しないが、社会保険事務所が保管する申立人の健康保険厚生年金保険被保険

者原票によれば、申立人が同社Ｃ支店において 38年５月 1日に資格取得し、

40 年７月１日に資格喪失するまで厚生年金保険被保険者であったことが確認

できることから、事業主は、社会保険事務所に対し、申立人が 38 年５月１日

に同被保険者資格を取得し、40 年７月１日に同資格を喪失した旨の届出をそ

れぞれ行ったことが認められるところ、社会保険庁における事務処理が適正に

行われなかったことが推認できる。  

また、当該期間の標準報酬月額については、社会保険事務所が保管するＡ社

Ｃ支店の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録により、昭和 38 年５月か

ら同年７月までは１万 4,000円、同年８月から 39年９月までは１万 8,000円、

同年 10月から 40年６月までは２万円とすることが妥当である。 

 



香川厚生年金 事案 328 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 31年３月 26日から 32年６月初めまで 

             ② 昭和 32年６月 10日から同年 10月１日まで 

             ③ 昭和 38年２月 28日から同年３月１日まで 

厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立期間の加入記録

が無い旨の回答をもらったが納得できない。 

申立期間①当時は、Ａ社で勤務していたにもかかわらず、同社での厚生

年金保険の記録が無い。 

申立期間②及び③の期間は、Ｂ社（現在は、Ｃ社）で昭和 32 年６月 10

日から 38 年２月末日まで継続して勤務したにもかかわらず、厚生年金保険

の記録は、32年 10月１日から 38年２月 28日までとなっている。 

また、Ｂ社では、昭和 38 年２月 28 日まで勤務し、２月分の給与から同

月の厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず、同年２月 28 日が厚

生年金保険被保険者資格の喪失日となっている。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人から提出のあった申立期間①当時の写真と

手紙及び同僚の供述から、期間を特定することはできないものの、申立人

が申立期間①当時、Ａ社において勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当したのは、申立

期間①より後の昭和 33 年 10 月１日であることが確認できる上、申立人と

同時期にＡ社で勤務していたと供述している同僚は同社での厚生年金保険



の被保険者記録が無く、このことについて当該同僚は、「私は、Ａ社では、

厚生年金保険には加入していなかった。給与から厚生年金保険料が控除さ

れていたかどうかは分からない。」と供述している。 

また、社会保険庁の記録によれば、Ａ社は、昭和 52年 12月 27日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、申立期間①当時の厚生年

金保険の取扱いについて確認できる関連資料を得ることができず、申立人

が申立期間①における厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書、所得税源泉徴収票等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間①の期間における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

２ 申立期間②について、申立人から提出されたＢ社発行の「退職金計算

書」から、申立人が昭和 32 年６月 10 日から同社において勤務していたこ

とは確認できる。 

しかし、Ｃ社から提出された申立人の健康保険厚生年金保険被保険者資

格取得届の控えを見ると、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は

昭和 32 年 10 月１日であることが確認できる上、当該日付は、社会保険事

務所が保管するＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿における申立人

の同保険被保険者資格取得日と一致している。 

また、Ｃ社の事務担当者は、「申立期間②当時には入社後一定期間は、

臨時（見習い）の雇用形態があったと思われる。」と供述している上、Ｂ

社において、昭和 32 年３月２日から 33 年４月１日までの期間に健康保険

厚生年金保険の被保険者資格を取得している同僚のうち、供述の得られた

４人中２人は、それぞれ、「当時は臨時雇用の期間が最低３か月あった。

私も 31年 11月ころに入社したが、厚生年金保険の記録は 32年３月からで

ある。」、「初めは臨時雇用であり、入社してから３か月程度してから健

康保険証をもらった。」と供述していることから判断すると、同社では、

入社から一定の期間を経た後に正社員とし、その際に、健康保険厚生年金

保険の被保険者資格を取得させる取扱いであったことがうかがえる。 

さらに、申立人が申立期間②において、厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる給与明細書、所得税源泉徴収票

等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

３ 申立期間③について、申立人は、Ｂ社においては、昭和 38 年２月 28 日

まで勤務し、同年２月分の給与明細書の記録を基に、同年２月の厚生年金

保険料が控除されていると主張している。 

しかし、申立人から提出されたＢ社発行の「退職金計算書」を見ると、

「退社 昭和 38 年２月 27 日」と記載されている上、同じく申立人から提



出された申立期間③当時の「タイムカード」には、昭和 38 年２月 27 日ま

では出勤退社時間の打刻があるが、同年２月 28 日には打刻が無く、退職と

記載されていることが確認できる。 

また、Ｃ社から提出された申立人の健康保険厚生年金保険被保険者資格

喪失確認通知書の控えにおいても、申立人の厚生年金保険被保険者資格の

喪失日は、昭和 38 年２月 28 日であることが確認でき、当該日付は、社会

保険事務所が保管する同社の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録と

一致している。 

さらに、申立人から提出された昭和 38 年２月分の給与明細書からは厚生

年金保険料が控除されているが、同年３月分の給与明細書からは厚生年金

保険料が控除されていないことが確認できるところ、厚生年金保険料の控

除について、Ｃ社の事務担当者は、「現在、保険料の控除は翌月控除であ

り、申立期間③当時も翌月控除と思われる。」と供述している上、申立期

間③当時、Ｂ社において社会保険関係事務を担当していた同僚も「厚生年

金保険の保険料は、前月分を控除していたので、２月分の給料から控除し

ている保険料は１月の保険料である。」と供述している。 

このほか、申立期間③における申立てに係る事実を確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生

年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 



香川厚生年金 事案 329 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は､申立期間について､厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 62年６月１日から同年 11月１日まで 

② 平成９年 11月 28日から 10年 10月 10日まで 

申立期間①については、Ａ社（現在は、Ｂ社）に、昭和 62 年６月から勤

務していたにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者資格取得日が、同年

11月１日となっている。 

申立期間②については、Ｃ社に、平成 10年 10月 10日まで勤務していた

にもかかわらず、厚生年金保険の被保険者資格喪失日が、９年 11 月 28 日

となっている。 

申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、雇用保険の被保険者記録及び同僚の供述から、

申立人が昭和 62 年６月 26 日からＡ社において勤務していたことは認めら

れる。 

しかし、申立人が昭和 62 年６月から勤務していたことを供述している同

僚は、「私もＡ社には、同年２月から勤務していたが、厚生年金保険の記

録は同年６月からである。申立期間①当時、入社後、３か月から４か月の

試用期間があると聞いたことを覚えており、そのため入社日と厚生年金保

険の被保険者資格取得日が相違していると思っている。」と供述している

ところ、社会保険庁の管理する同社の記録において、当該同僚の厚生年金

保険被保険者資格取得日が、同年６月１日であり、それ以前の 60 年２月か

ら 62 年５月までの期間については、国民年金に加入し、保険料を現年度納

付していることが確認できる。 



また、ほかに供述の得られた同僚４人全員が、Ａ社における申立期間①

当時の厚生年金保険の取扱いについて、「わからない。」と供述している

上、このうちの一人は、「申立期間①当時、同社入社時には約３か月の試

用期間があった。」と供述している。 

さらに、Ａ社の事業主は、「平成 11 年以前の資料は無く、申立人の入社

日や申立期間①当時の厚生年金保険の取扱いについては不明である。」と

供述している上、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

なお、申立人は、「Ａ社に入社後、すぐに健康保険証をもらい、同社と

同じビル内にあった診療所に通院した。」と主張しているが、申立期間①

当時、同社が入居していたビル内に所在していた診療所の開設者は、「申

立人の氏名に記憶はあるが、診療所は平成 15 年に閉鎖し、その際にカルテ

等も廃棄していることから、通院時期が申立期間①当時であったかどうか

はわからない。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

２ 申立期間②について、申立人は、「Ｃ社には、平成 10年 10 月 10日まで

勤務していた。」と主張しているところ、法務局の保管する法人登記簿に

よれば、申立人は、同年４月 20 日まで同社の取締役であったことが確認で

きる。 

しかし、雇用保険の被保険者記録において、申立人のＣ社の離職日は、

平成９年 11 月 27 日となっている上、同社が労務管理を委託しているＤ労

務管理事務所から提出された被保険者台帳においても、申立人の厚生年金

保険被保険者資格喪失日は同年 11 月 28 日となっており、社会保険庁の管

理する記録と一致している。 

また、雇用保険の被保険者記録において、申立人は、Ｃ社を退職後、失

業手当を受給していることが確認でき、公共職業安定所が保管する申立人

の「支給台帳」を見ると、求職申込年月日は、平成９年 12 月 11 日となっ

ており、その後、待期期間及び給付制限期間終了後の 10 年３月 18 日から

同年 11 月 17 日までの期間、失業手当を受給していることが確認できるこ

とから、仮に、申立人の主張どおり申立期間②において、申立人が同社に

勤務していたとしても、失業手当を受給しながら、厚生年金保険の被保険

者資格要件を満たす勤務をしていたとは考え難い。 

さらに、社会保険庁の管理する申立人の国民年金納付記録を見ると、申

立人は、平成９年 11 月 28 日に国民年金の被保険者資格を取得し、同年同

月から 11 年８月までの期間、国民年金保険料を納付していることが確認で

きる。 

加えて、Ｃ社の事業主は、申立人の勤務期間及び法人登記簿の記録につ



いて、「申立人が勤務していたのは、平成９年までであったと思うが、法

人登記簿上、申立人が 10 年４月 20 日まで取締役であった理由は分からな

い。」と供述している。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると､申

立人が厚生年金保険被保険者として､申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



香川厚生年金 事案 330 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 11月 27日から平成３年３月 31日まで 

昭和 59年 11月 27日のＡ社のオープン当時から従業員として勤務し、平

成 12年６月 30日に退職するまで同事業所で継続して勤務した。 

Ａ社に在職中は、給料から厚生年金保険料を控除されていたと思うので、

申立期間において厚生年金保険の加入記録が無いことに納得がいかない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ａ社の経営母体であるＢ社から提出された「従

業員給与台帳」及び同僚の供述から、入社時期の特定はできないものの、申

立期間当時、申立人がＡ社においてパート従業員として勤務していたことは

認められる。 

しかし、Ｂ社から提出された「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確

認及び標準報酬決定通知書」及び「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失

確認通知書」の控えにより、申立人は平成３年４月１日に同保険被保険者資

格を取得し、満 65 歳に到達した９年＊月＊日に同資格を喪失していることが

確認できるところ、当該記録は社会保険庁の記録と一致している上、同社か

ら提出された昭和 63 年２月分及び平成９年２月分の給与一覧表を見ると、申

立人は、昭和 63 年２月分の給与からは厚生年金保険料が控除されておらず、

厚生年金保険被保険者資格取得後の平成９年２月分の給与からは、厚生年金

保険料が控除されていることが確認できる。 

また、申立人のＢ社における厚生年金保険の加入状況に関し、同社の現在

の事務担当者は、「申立人の身分は入社から退社するまでパート従業員であ

り、申立期間は勤務時間数が厚生年金保険の加入条件を満たしていなかった

ため、当社では加入手続を行わなかったと思う。」と供述しており、このこ



とについては申立人も「同社には、パート従業員として雇われ、勤務時間は

午後５時から閉店までであった。」と主張していることから、同社では、パ

ート従業員については勤務時間数に応じて厚生年金保険に加入させない取扱

いをしていたことがうかがわれるところ、社会保険庁の記録により、同社に

おいて厚生年金保険被保険者記録が確認できる申立期間当時パート従業員で

あった同僚は、「申立期間当時、Ａ社では、夜間のパート従業員は勤務時間

の関係で厚生年金保険に加入できなかったと思う。私も勤務時間が加入条件

を満たさなかったため、入社当初は厚生年金保険に加入できなかったことか

ら、同保険に加入するまでは国民年金に加入していた。」と供述しており、

当該同僚については、社会保険庁のオンライン記録により、昭和 51 年９月１

日から、Ｂ社において厚生年金被保険者資格を取得する平成２年４月１日ま

での期間、国民年金に加入していることが確認できる。 

さらに、Ｃ市の保管する申立人の国民健康保険の加入記録を見ると、申立

人は、申立期間を含む昭和 55年１月 31日から平成３年３月 31日までの期間、

国民健康保険の被保険者であったことが確認できる上、申立期間において、

事業主により申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認

できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



香川厚生年金 事案 331 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年４月から 25年 10月まで 

厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立期間について、

加入記録が無い旨の回答をもらったが納得できない。 

私は、昭和 24 年３月にＡ県立Ｂ高等女学校を卒業後、同年４月にＣ連合

会Ｄ支部（現在は、Ｅ連合会Ｄ本部）に就職し、Ａ県Ｂ市で勤務していた

ので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｅ連合会の給与厚生課担当者の供述、申立期間当時の事業主の子息の供述、

申立人の高等女学校時代の同級生の供述及び申立人の主張から、申立期間当

時、Ｃ連合会Ｄ支部の構成機関である事業所がＡ県Ｂ市内に存在し、申立人

が、雇用開始時期は特定できないものの、社会保険庁の記録上、同連合会Ｄ

支部で健康保険厚生年金保険の被保険者資格取得日となっている昭和 25 年

10月１日以前から当該事業所において勤務していたことはうかがえる。 

しかし、Ｅ連合会から提出のあった「昭和 24 年採用発令簿」に申立人の氏

名は確認できない上、同連合会給与厚生課の担当者は、「24 年以外の発令簿

にも申立人の氏名は確認できない。この発令簿に記載されているのはＣ連合

会（Ｄ支部）で採用された正社員のみと思われるので、申立人は正社員では

なく、Ｄ支部がＡ県の事業所で現地採用した職員かもしれないが、詳しいこ

とは分からない。」と供述しているところ、同発令簿において、同年４月 16

日に同連合会Ｄ支部で採用されていることが確認できる同僚８人は、社会保

険事務所が保管する同連合会Ｄ支部の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、同年５月１日に健康保険厚生年金保険被保険者資格を取得している



ことが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管するＣ連合会Ｄ支部の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿において、氏名が確認できた同僚からは、同連合会Ｄ支部の構

成機関であるＡ県Ｂ市に存在した事業所における厚生年金保険の取扱いにつ

いて供述を得ることができなかったものの、申立人が、当該事業所において

経理担当の先輩であったと主張している同僚について、社会保険事務所が保

管する同連合会Ｄ支部の健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、当該

同僚が、健康保険厚生年金保険被保険者資格を取得したのは、申立人がＢ市

の当該事業所で働き始めたと主張している昭和 24 年４月より一定期間経過後

の同年９月 16日であることが確認できる。 

これらのことから判断すると、Ｃ連合会Ｄ支部においては、正社員以外の

現地採用により入社した従業員については、一定期間経過後に健康保険厚生

年金保険被保険者資格を取得させていたことがうかがえる。 

さらに、社会保険事務所が保管するＣ連合会Ｄ支部の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿において、申立期間前の昭和 24 年１月１日から社会保険庁の

記録上申立人の被保険者資格取得日となっている 25 年 10 月１日までの期間

に申立人の氏名は確認できず、健康保険番号に欠番も無い。 

加えて、Ｅ連合会は、申立期間当時の社会保険関係の資料を廃棄している

ことから、申立人の勤務実態及び申立人に係る厚生年金保険の取扱いについ

て確認できる関連資料等も無い上、申立人が、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の

資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



香川厚生年金 事案 333 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立人の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月１日から 41年３月 26日まで 

平成 20 年に社会保険事務所で年金相談をした際に、申立期間について脱

退手当金が支給済みとなっていることを初めて知った。しかしながら、Ａ

社を退社するときに、脱退手当金を請求し受け取ったという記憶が全く無

いので調査してもらいたい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立人の氏名が記載されているページとその前後のページに記載され

ている女性被保険者であり、脱退手当金の支給要件である２年以上の厚生年

金保険被保険者期間を有し、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日であ

る昭和 41年３月 26日の前後２年以内に資格を喪失した 14人について、社会

保険庁が管理するオンライン記録を確認したところ、申立人を含む８人に脱

退手当金の支給決定記録が確認できる上、当該８人全員、厚生年金保険被保

険者資格喪失日から６か月以内に支給決定されていることが確認できる。 

また、脱退手当金の支給決定が確認できる同僚７人のうちの１人が、「Ａ

社を退社する際に会社から脱退手当金の説明があった。私は、同社を退社後

に脱退手当金をもらったが、申立期間当時、同社の女性従業員であった多く

の者が同手当金をもらっていたようである。」と供述していることから、申

立人についても事業主による代理請求が行われた可能性は否定できない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社における申立人の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿に、脱退手当金の支給決定を意味する「脱」表示が記載

されている上、社会保険庁が管理するオンライン記録によると、申立人の脱

退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月



後の昭和 41 年６月 20 日に支給決定されており、申立期間の脱退手当金の支

給金額にも計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



香川厚生年金 事案 334 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

また、申立人は申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年 12月 18日から 35年 11月４日まで 

              ② 昭和 38年９月 20日から 39年４月 26日まで 

66 歳の時、受給している老齢年金の内容を確認するために社会保険事務

所に年金記録の照会をしたところ、Ａ社に勤務していた申立期間①につい

ては脱退手当金が支給済みとなっていること、Ｂ社に勤務していた申立期

間②については厚生年金保険の加入期間になっていないことを知った。 

しかしながら、私は、Ｃ町にあったＢ社（前身は、Ｄ社）が倒産したと

きに、同社が退職金代わりに脱退手当金の請求をし、脱退手当金をもらっ

たことは憶えているものの、Ａ社の加入期間に係る脱退手当金については、

受給した記憶が無い。 

また、昭和 35 年 11 月２日から 42 年７月 26 日までＢ社とＥ社において

辞めることなく継続して勤務しており、Ｂ社が倒産した後も私自身の健康

保険被保険者証で病院を受診した記憶があり、申立期間②については厚生

年金保険被保険者であったと思うので、調べてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「Ｂ社の厚生年金保険被保険者期間に

係る脱退手当金は受給した憶えがあるが、Ａ社に勤務していた申立期間①

に係る脱退手当金については受給した憶えが無い。」と主張しているが、

Ａ社及びＢ社における申立人の厚生年金保険被保険者期間は、同一の厚生

年金保険被保険者記号番号により管理されていたことから、脱退手当金請

求時にＡ社に係る脱退手当金を除外することは考え難く、両社の厚生年金



保険被保険者期間を併せて脱退手当金が支給決定されたものと考えるのが

自然である。 

また、支給決定された脱退手当金額は、申立期間当時の計算方法で検証

した金額と相違があるが、これは期間を見誤った単純なミス（Ａ社の厚生

年金保険被保険者資格取得日の昭和 34 年 12 月 18 日を同年２月 18 日と見

誤り 10 か月多く計算の基礎に算入）により、本来支給決定されるべき脱退

手当金額より過大に支払われたものと思われ、手続上も厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約１か月後の昭和 38年 10月 25日に支給決定されてい

ることなどから、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても申立期間①について、受給した記憶が無

いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間①に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

２ 申立期間②について、社会保険事務所が保管するＢ社の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿及び健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立

期間②以前の１年間に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、申立期間②

直前まで被保険者期間のある者及び申立期間②以後も厚生年金保険の被保

険者期間が継続している者が 50 人確認でき、そのうち 24 人が申立人と同

じ昭和 38 年９月に資格喪失していることが確認できるところ、そのうち供

述の得られた１人は、「Ｆ市Ｃ町にあったＢ社が解散になったので、会社

から辞める様に言われ、ほとんどの従業員が辞めた。その時に申立人も一

緒に辞めた。」と供述している上、申立期間②当時の事業主は、「Ｆ市Ｃ

町にあったＢ社は、同年９月に規模を縮小し、同市内のＧ町に移転し事業

を続けた。規模を縮小した時、会社を辞めた従業員がいた。」と供述して

いる。 

また、Ｂ社の法人登記簿において、同社が昭和 38 年 11 月にＨ社と商号

変更をしたこと、及び同社事業主が、同年同月に新法人であるＥ社をＦ市

Ｇ町に設立した記録が確認できることから、同年９月ごろにＢ社において

何らかの事情により申立人を含む従業員の整理が行われ、他の厚生年金保

険被保険者と同様に申立人についても厚生年金保険の被保険者資格の喪失

手続が取られた可能性がうかがえる。 

さらに、申立人は、「Ｂ社が倒産後も、私が被保険者である健康保険被

保険者証により医療機関を受診した。」と主張しているが、社会保険事務

所が保管する同社における申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票の

健康保険継続療養証明書交付記録欄に申立人の氏名が記載されていること

から、申立人が、健康保険被保険者資格を喪失した後も、健康保険による

療養の給付を受ける目的で健康保険継続療養証明書の交付を申請したもの



と考えられ、申立人は、昭和 38 年９月 20 日に健康保険及び厚生年金保険

の被保険者資格を喪失した認識があったことが推認できる。 

加えて、Ｂ社が保管していた申立人の失業保険被保険者離職証明書にお

いて、資格取得日が昭和 39 年４月 26 日と記載されていることから、同社

は、同日に申立人について雇用保険資格取得手続を行うとともに、厚生年

金保険の被保険者資格取得手続を行なったと推認できる。 

このほか、申立人が申立期間②において、厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等は無く、申立人

が申立期間②において、厚生年金保険の被保険者であったことを確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間②において厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



香川厚生年金 事案 335 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  平成３年 10月１日から７年７月 28日まで 

Ａ社での在籍期間の年金記録を確認したところ、標準報酬月額が一貫し

て 30 万円となっている。しかし、給与明細書のとおり、申立期間において

実際に支給されていた各月の給与の総額はそれより高額であったので、標

準報酬月額の記録を訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞ

れに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人から提出された申立期間の給与明細書から、申立人の報酬月額（給

与総支給額）は、社会保険庁が管理するオンライン記録上の標準報酬月額よ

りも高額であることが確認できる。 

しかしながら、申立期間のうち、給与明細書の提出があった平成３年 11 月、

同年 12 月、４年２月、同年４月、同年６月、同年８月から５年 12 月までの

期間及び６年２月から７年６月までの期間の各月について、給与明細書に記

載された厚生年金保険料控除額を用い、申立期間当時の厚生年金保険料率及

び被保険者の負担割合から導き出された標準報酬月額と社会保険庁が管理す

るオンライン記録における標準報酬月額は一致していることが確認できる。 

また、申立期間のうち、給与明細書の提出が無い平成３年 10 月、４年１月、



同年３月、同年５月、同年７月及び６年１月の各月については、社会保険庁

が管理するオンライン記録における標準報酬月額と、事業主が各月の給与か

ら控除していた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額の相違状況について確

認はできないものの、前述の給与明細書の提出のあった各月とも同オンライ

ン記録における標準報酬月額と事業主が給与から控除していたと認められる

厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額が一致していることから判断すると、

当該各月についても、同オンライン記録と事業主が給与から控除していた同

保険料に見合う標準報酬月額が一致しているものと推認できる。 

なお、このような事務処理を行った理由について、申立期間当時のＡ社の

事業主は、「同社は平成 16 年 12 月に廃業しており、申立期間当時の資料が

無いことから不明である。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



香川厚生年金 事案 337 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年１月から同年２月４日まで 

② 昭和 27年 10月 21日から 28年６月まで 

③ 昭和 28年８月から 29年 12月まで 

申立期間の年金記録について社会保険庁に照会したところ、厚生年金保

険の加入の事実が確認できない旨の回答があった。 

当該期間は、事業主である叔父の紹介でＡ社に従業員の食事係として勤

務していた期間であり、当時の給与明細書等の書類は無いが、厚生年金保

険に加入していたはずであることから、調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、Ａ社に入社する経緯について、「昭

和 26 年末に事業主の弟と会ったことがきっかけで事業主を紹介され当該事

業所に入社することとなった。」旨の主張をしているものの、具体的な入

社時期に関する記憶は定かでない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿により、申立期間①において厚生年金保険被保険者であったことが確

認できる同僚であり調査に協力が得られた４人のうち１人（以下「同僚

ａ」という。）は、申立人を記憶しているものの、同氏が記憶している申

立人が当該事業所に在籍していた期間は、社会保険庁が管理する記録によ

れば申立人が他の厚生年金保険適用事業所において被保険者であった時期

と重複するなど、その供述の信頼性に疑問があり、その他の３人は申立人

を記憶していないことから、申立人の申立期間①における当該事業所での

勤務の実態は確認できない。 

さらに、申立人が、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給



与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、給与所得源泉徴収票

等の資料は無い。 

２ 申立期間②については、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿により、申立期間②において当該事業所の厚生年金

保険被保険者であったことが確認できる同僚であり調査に協力が得られた

５人のうち２人が申立人を記憶しており、そのうちの１人は同僚ａであり、

申立人の当該事業所での在籍期間に係る記憶が前述のとおり、申立人の入

社時期を別の事業所における被保険者期間とするなど矛盾することからそ

の供述の信頼性に疑問があるものの、もう一人の同僚（以下「同僚ｂ」と

いう。）は、「申立人の氏名に聞き覚えはあるが、申立人の具体的な在籍

期間は分からない。」旨の供述をしていることから、申立期間②において

申立人が当該事業所で勤務していた可能性は否定できない。 

しかしながら、前述の調査に協力が得られた同僚５人からは、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料をＡ社

の事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる供述は得られ

ない。 

一方、同僚ｂは「自分は、Ａ社では入社から退職するまで継続して勤務

し、途中で退職するようなことは無かった。」旨の供述をしているにもか

かわらず、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿では、同僚ｂの当該事業所における厚生年金保険被保険者期

間は昭和 28 年５月５日から 29 年７月 23 日までと同年 10 月１日から同年

11 月 15 日までとなっており、両期間の間には２か月余りの厚生年金保険

被保険者期間では無い期間が存在するといった厚生年金保険被保険者本人

の記憶とは整合しない事情が一部見受けられる。 

また、申立人が、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書、給与所得源泉徴収票等

の資料は無い。 

３ 申立期間③については、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿により、申立期間③において当該事業所の厚生年金

保険被保険者であったことが確認できる者であり調査に協力が得られた同

僚６人のうち５人は申立人を記憶しておらず、他の１人は「申立人の氏名

に聞き覚えはあるが、申立人の具体的な在籍期間は分からない。」旨の供

述をしているが、同名簿により当該同僚には申立期間②及び③の両方の期

間に当該事業所での被保険者期間があることが確認できることから、当該

同僚の申立人に係る記憶が申立期間②及び③のいずれのものなのかは特定

できない。 

一方、申立期間③は、社会保険事務所が保管するＢ県所在のＣ社の健康

保険厚生年金保険被保険者名簿で申立人が、昭和 28 年７月 15 日から同年



８月８日まで当該事業所において厚生年金保険被保険者であったことが確

認できる期間より後の期間であること、申立人が、「23 年生まれの長男は

Ｂ県内の小学校に入学（生年月日から判断して入学時期は昭和 30 年４月と

考えられる。）した。」旨の主張をしていること、及びＡ社は 29 年 11 月

15 日付けで厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間②に

おいて当該事業所での厚生年金保険被保険者資格を喪失している者のうち

２人が、28 年以降、当該事業所の業況が悪化したことをうかがわせる供述

をしていることを考え合わせると、Ｄ所在の当該事業所を退職した後にＢ

県所在のＣ社で勤務していた申立人が、申立期間③においてＤ所在の当該

事業所に戻って勤務したと考えることは不自然である。 

また、申立人が、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書、給与所得源泉徴収票等

の資料は無い。 

４ 法務局にＡ社の登記事項について照会したところ、当該事業所は現在存

在していない旨の回答があった上に、申立期間当時の事業主も死亡してい

ることからすべての申立期間当時の事情は確認できず、このほか、申立て

に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



香川厚生年金 事案 338 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年９月から 40年 12月まで 

申立期間の年金記録について社会保険庁に照会したところ、厚生年金保

険の加入の事実が確認できない旨の回答があった。 

当該期間は、Ａ社の世話役であった義理の兄の紹介で同社に就職し、Ｂ

トンネル建設工事で重機オペレーターとして従事していた期間であり、当

時の給与明細書等は残っていないが退職時に事業主から雇用（失業）保険

に係る離職票を受け取った記憶があることから、同社では厚生年金保険に

も加入していたはずであり、調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の元妻が「申立人は、自分の兄の紹介でＡ社に雇用された。」旨の

供述をしていること、事業所名は不明であるが申立人には昭和 38 年 10 月 28

日から 40 年９月 25 日までの期間について雇用保険への加入記録があり、申

立人自身も同社退職時に雇用（失業）保険に係る離職票を受け取った旨の主

張をしていることから、申立人が申立期間当時において同社あるいはその関

係事業所に雇用され、Ｂトンネルの建設工事に携わっていたことは推認でき

る。 

しかしながら、社会保険事務所が保管するＡ社Ｂ出張所の健康保険厚生年

金保険被保険者原票で申立期間において当該事業所の厚生年金保険被保険者

であったことが確認できる 70 人のうち、調査に協力が得られた申立人が同僚

として記憶していた１人を含む 14 人全員が申立人を記憶していない上、その

うち６人は、申立人が主張する申立期間当時の業務内容等の事情から、申立

人がＡ社ではなく、その下請会社で勤務していた可能性を示唆する供述をし

ている。 



また、社会保険事務所が保管するＡ社Ｂ出張所の健康保険厚生年金保険被

保険者原票に申立人の氏名は無く、健康保険被保険者番号の欠番が見られな

いことから申立人の記録が欠落したものとは考え難く、このほか、申立内容

から申立人が申立期間当時に所属していた可能性があると考えられる、社会

保険庁の記録上、申立期間当時において厚生年金保険の適用事業所であった

ことが確認できる事業所のうち、事業所名に「Ａ」を含み、かつ、Ｃ、Ｄ県、

Ｅ県、Ｆ県に所在する当該事業所以外の５事業所、及び社会保険事務所が保

管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票により申立期間当時

に厚生年金保険被保険者であったことが確認できる者が記憶していた下請事

業所（Ｇ社、Ｈ社）において申立人が厚生年金保険被保険者であったことも

確認できない。 

さらに、社会保険庁が管理する記録では、申立人の元妻の兄は、申立期間

当時、いずれの年金制度にも加入していなかったこととなっている上、申立

人は「健康保険証には有効期限の表示がされていたかもしれない。」、「月

に一度、健康保険証に検印のようなものを受けていたかもしれない。」旨の

主張をしていることから、申立人は、申立期間当時、Ａ社Ｂ出張所に日雇労

働者健康保険法に規定する日雇労働者として雇用され、同法に基づき「日雇

労働者健康保険受給資格者票」が交付されたことがうかがえる。 

加えて、Ａ社は昭和 41 年８月に合併しており、承継会社が申立期間当時の

記録を保管していないことから申立期間当時の事情は確認できない上、申立

人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書、給与所得源泉徴収票等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



香川厚生年金 事案 339 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月 31日から同年２月１日まで 

自分の年金記録について社会保険事務所へ照会したところ、Ａ社での厚

生年金保険被保険者期間は平成２年４月から３年 12 月までの期間であると

の回答があった。 

しかしながら、正職員として勤務していたＡ社を退職するに当たり上司

に平成３年 12 月末をもって退職したい旨伝えたところ、業務の都合で退職

時期を１か月延期してほしいとの要請があり、結局、４年１月 31 日付けで

同組合を退職したことから、同年１月において自分が当該事業所の厚生年

金保険被保険者となっていないことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管する雇用保険受給資格者票及び平成４年分給与所得の源泉徴

収票に記されたＡ社（現在は、Ｂ社）の離職日（退職年月日）、当該事業所

が保管する申立人が当該事業所を退職する際に提出した退職届及び人事関係

書類に記された申立人の退職日から、申立人が平成４年１月 31 日付けをもっ

て退職したことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社が保管する申立人に係る給与台帳及び支払関係書類

（以下「給与関係記録」という。）では、当該事業所の事業主が申立人の給

与から平成２年４月から３年 12 月までの厚生年金保険料を控除したことは確

認できるが、４年１月の厚生年金保険料を控除したことは確認できない。 

また、給与関係記録に記されている申立人に対する総支給額から所得税、

社会保険料等の控除すべき金額を差し引いた金額は、申立人が保管するＡ社

が申立人に支払った給与が振り込まれていた預金口座に係る通帳に記されて

いる入金額と一致していることから、給与関係記録は、当該事業所が申立人



に支払った給与の内訳を記したものと考えられる。 

さらに、申立人が保管する平成４年分給与所得源泉徴収票に、申立人の給

与からＡ社が同年中に控除した保険料の金額として記されている１万 6,821

円は、給与関係記録に記された申立人の３年 12 月の健康保険料及び厚生年金

保険料の合計額に４年１月の雇用保険料を加えた額である同年１月分の給与

から控除された保険料の金額と一致している（平成４年１月分の健康保険料、

厚生年金保険料及び雇用保険料の合計額とは一致しない。）。 

加えて、Ａ社が保管する人事関係書類において、申立人と同日付けで当該

事業所を退職したこととなっている者の、社会保険庁が管理するオンライン

記録上の当該事業所における厚生年金保険被保険者期間は、申立人と同様に

平成３年 12月までとなっている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


